
（第２号様式）

（令和8年6月2日）

 附属機関等の名称

会 議 開 催 日 令和8年5月29日 　会議時間 　14時00分　～　15時30分

会　議　場　所
郡山市役所

正庁
 公開の区分 公開　　一部公開　　非公開

当日　　　　事前

先着順　　　抽選

傍　聴　の　状　況

 議　　　　題

議　事　の　概　要

出　席　者

次回開催予定 令和8年11月 公開の区分 公開　　一部公開　　非公開

担当所属及び連絡先 市民部　国民健康保険課　管理係　（電話：024-924-2588）

傍聴者なし

（１）諮問事項
　　　令和8年度郡山市国民健康保険特別会計税率等本算定について
（２）報告事項
　　　報告第1号　条例改正案について
　　　報告第2号　令和8年度郡山市国民健康保険特別会計補正予算（第
　　　　　　　　1号）案について
（３）その他
　　　令和7年度国民健康保険税収納対策事業及び収納状況について

傍聴者　0人

（ 定員　３人）

附属機関等の会議開催の概要

郡山市国民健康保険運営協議会
（令和8年度第1回郡山市国民健康保険運営協議会）

傍　聴　者　数
及び

傍　聴　定　員

傍聴者の

決定方法

　令和8年度の国民健康保険税率等本算定を行うにあたり、市長からの諮問
を受け、協議会において審議を行った。
　また、諮問を受けて6月1日（月）に会長から市長へ以下の通り答申を
行った。

【答申内容】
　国民健康保険税率等については、基礎課税（医療）分の所得割を1.3％、
平等割を1,400円それぞれ引き下げ、子ども・子育て支援納付金分の所得割
を0.3％、均等割を1,300円、18歳以上均等割を100円、平等割を800円とす
ることが適切である。
　課税限度額については、地方税法施行令第56条の88の２の改正に基づ
き、基礎課税（医療）分を66万円から67万円へ１万円引き上げ、子ども・
子育て支援納付金分を３万円とすることが適切である。

<被保険者代表>
佐々木政子委員、新開美喜子委員、陣野多美子委員、大田公章委員
<保険医又は保険薬剤師代表>
渡邉洋二郎委員
<公益代表>
近藤幸夫委員、佐藤知恵子委員、加藤英夫委員、藤原遥委員
<被用者保険等保険者代表>
遠藤隆男委員、近藤哲委員　　　計11名

<郡山市（事務局）>
大越市民部長ほか関係職員　　計12名


